
（２）市民参加の実施内容

（３）実施された市民参加の流れ ＊継続的なもの
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市民参加の手法
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令和７年度

意見を反映した
（案を修正した）

案を修正しなかった

その他

パブリックコ
メント手続

素案を広く周知するととも
に、素案に対する具体的な
意見を聴取できると考えた
ため。

意見を反映した
（案を修正した）

案を修正しなかった

その他

審議会等
専門的見地からの調査や審
議、意見を聴取する必要が
あると考えたため。

意見を反映した
（案を修正した）

案を修正しなかった

その他

その他(アン
ケート調査）

５か年の長期計画であり、
より多くの当事者の意見を
聞き取る必要があると考え
たため。

Ａ令和8年1月～同年2
月
Ｂ令和8年1月～同年2
月

Ａ令和8年1月～同年2
月
Ｂ令和8年1月～同年2
月

Ａ郵送
Ｂ郵送

Ａ令和8年1月～同年2月
Ｂ令和8年1月～同年2月

A　無作為抽出による
６５歳以上の市民
3,000人
B　無作為抽出による
障害をお持ちの市民
2,000人

Ａ令和8年6月頃予定
Ｂ令和8年6月頃予定

市民参加実施結果シート
結果 （途中経過）

令和８年４月１日時点
担当課： 高齢者支援課

（１）市民参加の手続　実施結果について

市民参加の実施方法 ①その手法を選択した理由等 ②開催告知日 ③募集期間 ④受付方法 ⑤開催日・場所等 ⑥対象者・人数等 ⑦委員構成 ⑧結果の公表 ⑨関連するＨＰの広報ＩＤ ⑩市民参加手続実施後の検証 ⑪意見の反映 ⑫工夫したこと・その他

市民参加の
実施結果を
踏まえた担
当課の意見

事業
タイトル

次期流山市成年後見制度利用促進基本計画の策定
市が考える
市民等への影響

＜メリット＞
市内の成年後見制度をはじめとする権利擁護の必要な方のニーズを把握し、制度の普及啓発と利用者が制度の利
点を実感できる仕組みづくりを構築する。

正式名称 次期流山市成年後見制度利用促進基本計画の策定

概　要
令和９年度から令和１３年度までの５か年における成年後見制度利用促進の在り方を示す計画を策定する。
「生涯、一人ひとりの意思や権利が尊重され安心して暮らせるまちの実現」を目的として、成年後見制度利用促進をはじめとする権利擁護支援の体制整備を行うもの。

上位計画
の有無 有（国）


